
平成19年３月橋本市議会定例会会議録（第３号）の８ 

平成19年３月６日（火） 

                                          

（午後３時45分 再開） 

○副議長（杉本雅英君）休憩前に引き続き会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番15、33番 森安君。 

〔33番（森安欣吾君）登壇〕 

○33番（森安欣吾君）通告に従い一般質問を

行います。今期をもって市議会を勇退するに

あたり、今この壇上に立ち、昭和62年６月議

会以来20年間の来し方を思い返しますと、十

年一昔といいますが、この20年間では私たち、

そして先輩諸氏も経験したことのない少子高

齢社会、人口減少社会の到来等により、また

社会全体の大きな変遷により、地方行政、特

に市町村行政の役割が増大してきたこと、ま

た増大することは事実であります。その結果、

今日、当局並びに議会に対する要望が変わっ

てきております。多くのマスコミでは、特に

夕張市の財政破綻後は、特に議員に対しては

パイプ役からチェック役にとの要望が増大し

ているとの論調であります。そのような視点

に立って、私にとって75回目の一般質問をさ

せてもらいます。 

 １番目は、「頑張る地方応援プログラム」に

関する施策についての質問であります。この

施策は、安倍総理大臣が就任の方針演説で申

し述べたプログラムであることを申し添えて

おきます。 

 総務省は魅力ある地方の創出に向けて、地

方独自のプロジェクトを自ら考え、前向きに

取り組む地方自治体に対し、地方交付税等の

支援措置を新たに講ずる「頑張る地方応援プ

ログラム（案）」を取りまとめました。応援プ

ログラムは、地場産品の発掘、ブランド化や

少子化対策への取り組み、外国企業の誘致な

どについてかなり広範なプロジェクトが対象

となり、地方にとって地域の特色を生かした

施策を推進するチャンスになりました。頑張

りの成果を交付税の算定に反映する新たな支

援制度になっていることから、本格的に自治

体間・地域間競争の時代に突入したとの認識

の上に立って、以下３点質問をいたします。 

 １点目は、橋本市として本格的に自治体

間・地域間競争の時代に突入したとの認識に

立たれていると思うが、具体的にどう認識を

されているのかお伺いをする。 

 ２点目は、応援プログラムの基本的な枠組

みの中で２点お尋ねをする。 

 一つ目は、プロジェクトの分野例は10項目

あるが、本市はどの分野に取り組まれる予定

があるのか。あるとすれば、どの分野で独自

のプロジェクトを策定され、成果目標はどう

されるのかお聞きする。 

 二つ目は、当局のスケジュールにある第１

次募集期間４ないし５月（総務省ホームペー

ジ上で公表６月）、第２次募集期間８、９月（総

務省ホームページ上で公表10月）となってい

るが、プロジェクトがあるとすれば期間に間

に合うのかお聞きする。 

 ３点目は、頑張る地方応援プログラムの概

要は、プロジェクトへの取り組み経費等支援

では、１市町村につき単年度で3,000万円、交

付税措置額として19年度は全体で2,700億円

程度となっている。このことを市民に広く啓

発して、例えばごみ処理の成果目標を明確に

して、交付税の算定に反映することについて、

当局はどう考えられているのかお聞きする。 

 ２番目は、公的資金の繰上償還についてを

質問する。総務省の平成19年度財政対策の中

で、公的資金の繰上償還による公債費負担の

－83－ 



軽減策が盛り込まれました。これは行政改革、

経営改革を行う地方団体を対象に、平成19年

度から３年間で５兆円規模の公的資金の繰上

償還を行い、高金利の地方債の公債費負担を

軽減するものであります。 

 以下２点を質問いたします。 

 １点目は、本市の上下水道の公営企業債で

５％以上の金利の地方債があるのかどうか。

あるとすればその残高はいくらかお聞きする。 

 ２点目は、もしあるとすれば、今回の総務

省の平成19年度財政対策に基づいて、本市は

どのように取り組むのかお伺いをする。 

 以上。 

○副議長（杉本雅英君）33番 森安君の一般

質問に対する答弁を求めます。 

 市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）森安議員のご質問にお

答えをいたします。 

 国は地方独自の取り組みを推進し、魅力あ

る地方に生まれ変わるよう、頑張る地方応援

プログラムというものを打ち出しました。本

年１月に発表をしたところでございますが、

内容は地場産業のブランド化、企業立地の促

進、子育て支援など、独自のプロジェクトを

考え、具体的な成果指標を明らかにして取り

組む地方自治体を国が地方交付税で支援する

というものでございます。地域間競争が進む

中、それに取り残された自治体は、さらなる

過疎化、産業の衰退に見舞われます。増える

事務事業を効率的にこなし、地域間競争に打

ち勝つ高い能力が今後の市町村に求められて

おります。この頑張る地方応援プログラムに

ついては、こうしたことを踏まえ、本市にお

ける活用について検討を行っているところで

ございます。 

 具体的にどの分野とのおただしについては、

現時点では決定いたしておりませんけれども、

本市の政策課題に基づき、地域資源を有効に

活用できる分野、例えば少子化対策、ごみの

減量化対策、あるいは企業誘致を中心に検討

を加え、取り組んでまいりたいと考えておる

ところでございます。また、スケジュール的

には１次募集が４月から５月、２次募集が８

月から９月となっておりますので、それらに

間に合うように検討してまいります。 

 次に、国の支援措置を市民にＰＲして、例

えばごみの減量化に取り組んではとのおただ

しですが、取り組む分野によっては、このプ

ログラムを広く市民の皆さまに知っていただ

き、またご協力をお願いする場合も出てくる

かと思います。これからの行政運営にあたっ

ては市民との協働は不可欠であり、情報の共

有も重要となってまいります。議員ご提言の

内容についても十分考慮して進めてまいりま

すので、ご理解をお願いいたします。 

 なお、残余の件につきましては、担当参与

よりお答えをいたします。 

○副議長（杉本雅英君）上下水道部長。 

〔上下水道部長（井手上治巳君）登壇〕 

○上下水道部長（井手上治巳君）本市の上下

水道の公営企業債で５％以上の金利の地方債

とその現在高でありますが、上水と下水に分

けましてお答え申し上げます。 

 まず、上水道から申し上げますと、借り入

れ先としましては、財務省と公営企業金融公

庫、いわゆる公庫の２種類ですが、平成18年

度末におきまして、財務省では20件、10億

8,577万5,061円、公庫では３件、5,542万2,450

円となっており、合わせて23件、11億4,119

万7,511円が利率５％以上の現在高として残

っています。 

 次に下水道でございますが、借り入れ先と

しまして、財務省、簡易生命保険資金と公庫

の３種類です。上水道と同じく平成18年度末

残高といたしまして、財務省では25件、１億
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7,582万5,045円、簡易生命保険資金では７件、

３億3,746万474円、公庫では34件、２億6,337

万7,173円となっており、合わせて66件、７億

7,666万2,692円が利率５％以上の現在高とし

て残っております。 

 最後に、総務省の平成19年度財政対策に基

づく本市の取り組みでありますが、繰上償還

や借換債の条件となります資本費等の設定が

本市の状況と合致する際には、償還利息の減

少、さらには経営の健全化へとつながるため、

積極的に国の軽減対策を活用してまいりたい

と考えておりますので、よろしくお願い申し

上げます。 

○副議長（杉本雅英君）33番 森安君、再質

問ございますか。 

 33番 森安君。 

○33番（森安欣吾君）まず、答弁の順番に従

って再質問を行ってまいりたいと思います。 

 今議会の冒頭で、平成19年度の予算説明で

市長から12億6,000万円の財源不足が生じ、資

金の取り崩しなどで補ったとの説明があった

ところでございます。地方財政改革により、

地方交付税の削減や補助廃止で地域格差は開

きつつあり、今後も格差は開くと言われてお

ります。生き残りをかけた自治体間競争に勝

利するためには、自治体の情報公開と行財政

改革を一段と進めるべきである思います。 

 また、こういう状況の中で将来への状況を

見ますと、猪瀬さんが委員長となってされま

した地方分権推進委員会が内閣府に設置され、

政府は同委員会の勧告に基づいて地方分権改

革推進計画を策定し、2010年にはもっときめ

の細かい具体的な改革案を盛り込んだ地方分

権改革一括法案（仮称）が国会に提出される

予定になっております。 

 こういう状況の中にあって、例えば私たち

市民が、橋本市の自治体が好むと好まざると

にかかわらず、何が得意か得意でないかは別

にして、今回、100ｍ競争に出てくださいよ、

1,000ｍ競争に出てください、5,000ｍです、

あなたはマラソンにも出てくださいよと、そ

ういう競技会に出場させられる時代に入った

と思います。そういう中にあって、一番大事

なことは、市長自らもおっしゃってましたけ

れども、行政運営にあたっては市民との協働

は不可欠であり、情報の共有も重要となって

きますと答弁をされたところでございます。

そういう中にあって情報公開・行政改革は一

段と進めるべきということは当局自身も認め

られているところでありますが、過日からの

一般質問を聞いておりますと明確性に欠けて

いるところが多々あると思います。本当に私

たちが月給をもらって市民のために働くとい

う明快な目標のもとで働いている私たちとし

ては、もう少し明確な方針やら答弁があって

しかるべきであり、市民が迷わない答弁を求

めているところだと思いますが、その点は異

存がないと思います。そういうことを念を押

しまして、情報公開・行財政改革をどのよう

に進められるのか、この質問と連動いたしま

すので、簡単ではございますが答弁のほうを

求めます。まずこれが最初でございます。よ

ろしくお願いします。 

○副議長（杉本雅英君）33番 森安君の再質

問に対する答弁を求めます。 

 塚本理事。 

○理事（塚本 基君）午前中からいろいろと

ご指摘を受けておるところでございまして、

我々といたしましては完全なものではないと

言わざるを得ないというふうなことで深く反

省もいたしておるところでございますが、集

中改革プランに盛り込んだ項目を、まずは確

実に履行できるかどうかではなしに、履行す

るというふうなことで進めてまいりたいとい

うふうに考えております。その中でさらなる

改革が必要というふうなこともるる言われて
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おるところでございますので、そこら辺も含

めて考えていきたいというふうに思っておる

ところでございます。 

○副議長（杉本雅英君）33番 森安君。 

○33番（森安欣吾君）理詰めで言うんではな

いですけど、これは答弁に基づいてお話をさ

せていただいておることを前置きして言って

おきます。 

 この情報公開・行財政改革を進めていくと、

それはいいことです。そして、次にございま

したが、地域間競争に打ち勝つには高能力が

今後の市町村に求められますという答弁もい

ただきました。そういうふうにして、これは

何をかいわんやですけれども、行政に高い能

力が必要になってくる、これは確かにそうで

す。それから情報公開によって、市長もいつ

も言われていますし、今までかつて言われて

いましたが、これから余計に厳しさが増すと

思うんですが、共助・公助・自助というふう

にして、行政の責任を明確にし、市民は市民

としての責務を明確にしなかったら、これか

らは無理だと思います。そういうふうにお互

いに今まで認識してきて、この時代に突入し

たわけでございますから、市民の協力をいた

だかなかったら、こういうプロジェクトも成

功いたしませんので、今後、地域間の競争に

勝つために、また分権推進法の推進で高能力

が市町村に求められていると。それでミスマ

ッチを起こさないためには、橋本市の行政と

して人材の確保を。大変能力の高い方がたく

さんいらっしゃいます。その人材も日常の業

務に追われてなかなか訓練を受ける場面がな

いんでしょうが、選抜して育成でもする機関

に行かれて、そして人材を確保することが、

国が求めている、また地方行政が分担する業

務を推進するための人材確保が必須条件であ

ります。このことを抜いていかに国がやった

って、橋本市の地方自治体とはミスマッチが

起きます。 

 それからもう一つ、橋本市は大変な高い能

力があることを皆さんご存じでしょうか。こ

れも過日、先輩から教えていただいた情報で

ございますが、市民所得が非常に橋本市は高

うございます。橋本市は和歌山県で個人の所

得が一番高いんです。2004年調べでは2,375

市町村のときに橋本市は186番目でありまし

た。１人の所得が362万円であります。これは

合併前でありますから、高野口も高うござい

ます。全国で2,375市町村ある中で855番目で

あります。306万円であります。決して個人一

人ひとりの所得はそんなに低い地方ではあり

ません。日本でも一番高い東京の港区が947

万円です。これはヒルズ族のおるところです。

これは強烈です。でも、全国30位の宝塚市な

んかでも428万円です。それと比べますと橋本

市は決して低い所得ではないんです。それだ

けの人が住んでおって、私たち地方自治体に

携わる者が決して市民の方に不足を言えるよ

うな環境にはないということをお互いに自覚

しなかったら、市民から離縁されると思いま

す。ということは、このまちが気に入らない

人は出ていくと思います。特に所得の高い人

から。 

 そういうまちにならないために、今いろん

なことが議論されておりますけれども、住宅

政策をとられて、水道のあれも引かれて、長

い長い時代にかかってやっとこさここまで市

民所得が上がったということも私は認識して

おります。ですから、市長が言われておりま

すように１年や２年ではなかなか結果が出て

こないと。何十年もたって結果の出た高い市

民所得をバックにした施策が必要ではないか。

そういう思いで私はお話をさせてもらってま

すので。小さい２番目のところに移りますが、

あくまでも橋本市はそういうバックがありま

す。ミスマッチを起こさないためにも人材確
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保をどうするのかということもあわせて答弁

をいただきたいと思いますので、人材確保と

いうことが一番必須条件ですが、どうされる

のか、まずはこの点をお聞きしておきます。 

○副議長（杉本雅英君）当局、答弁を。 

 塚本理事。 

○理事（塚本 基君）非常に難しい問題でご

ざいまして、まずは職員が優秀であるという

お褒めをいただいたところでございますけど

も、何分地域間競争に勝っていくようになる

としますと、お褒めいただいた職員の能力だ

けでは非常に難しいことも多々ありますので、

どうこうというふうな策はございませんけど

も、今後またご指導いただきましていろいろ

と調査・研究をさせていただきたいというふ

うに考えております。 

○副議長（杉本雅英君）33番 森安君。 

○33番（森安欣吾君）えらい理事がへりくだ

っておられますので、どれだけ橋本市の職員

がすばらしい職員であるかということをこれ

から私は証明させてもらいます。 

 本市では全国多くの応募の中から勝ち抜い

て、橋本市地域雇用創造促進協議会が厚生労

働省の委託を受けて地域提案型の雇用創造促

進事業として日本一のパイル織物、紀州への

へら鮒産業への再生による地域産業創出と雇

用機会の増大する事業に取り組んでいるとこ

ろであります。こういう大きな実績がありま

す。そして、まだほかに幼保一元化でもそう

です。経済特区のときにあれはやったはずで

す。これなんかでもそんな簡単にできるもの

ではないです。皆さんがそれぞれ英知を絞ら

れて取り組まれて、多くの応募の中から採択

を受けたわけです。それだけの高い能力のあ

る人材がおられるんですから、あとは訓練を

受けるチャンスだけが必要だと思います。そ

ういう意味について、職員の方がもっと英知

を磨かれる場所をどうされるのかと。ただ人

件費を切るだけじゃなくして、もっと能力を

磨くために投資をしたらいかがですかと。そ

れは100円投資して１億円返ってくるか２億

円返ってくるかわからんと思います。人間の

知恵は金です。金を生みます。このことにつ

いて再度お聞きします。 

○副議長（杉本雅英君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）森安議員の再質問にお

答えをしてまいりたいと思います。 

 優秀な人材の確保とか育成、これはすべて

の仕事は人であります。人がすべてを動かし

ていくわけでありますので非常に大事かと思

います。先刻も県で、私は市町村の理事をし

ておるもんですから、職員の19年度の１年間

の研修問題、それについてもいろいろと議論

をしたところでありますが、職員の質を上げ

ていくということ、かなりのレベルを上げて

いくために、再三再四、それぞれ年代別に分

けて職種別にも分けて、一層の県下の職員の

研修をしておるわけでありますが、かなり予

算もある程度厳しい中で引き上げて、そして

徹底した研修をやっていこうやないかという

ことの提案もしてきたわけでありますが、高

度化してますから時代の変遷が激しいわけで

ございますし、例えば大阪あるいは京都でも

新聞に予告されて、私もできるだけ機会ある

ごとに行ってもいますけど、たびたびは行き

ませんが、セミナーですね。関西復権会議で

とか、あれも私も参加もさせていただいたこ

とがありますけれども、非常にセンスのある

高度化した知識人、そういう人がパネラーで

徹底してやるわけでありますが、これから担

当部署の皆さんは、ひとつできるだけそうい

うところへ参加いただくとか、あるいは場合

によっては有名大学へ少しの間でも研修、派

遣要請をしていくとか、そういうことも人づ

くりというものは非常に大事であろうと思い
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ます。それだけに意識改革を職員もしていた

だいて自覚し、できるだけ重ね積んでいくこ

とが大事やと思うんです。 

 先ほど話がありました竿と再織、余談であ

りますが、前にも申し上げましたが、私はそ

れの特区というか認証式、これは小泉さんの

ところへ行ってもらってきて、一緒に記念写

真を撮らせていただいた記憶があるんですが、

またもう一つ地域再生ということで清水から

西畑へ延びる農道への接続の、何とかええ事

業がないかなということで、これは10億円な

んなんとするものを市では持てんということ

で、いろいろと担当建設部のほうで企画等を

いろいろと検討した結果、特区をありまして、

それも小泉さんのほうで認定書をいただいて

きたわけでありますが、それぞれの部署で頑

張っていただいておることを非常に感謝して

おるわけでありますし、これから3,000億円近

い、19年度は2.700億円、これなんかも私も資

料をたくさん持ってございますけども、費用

対効果というか100％の補助事業でちゃんと

いただけるものだったら、私は10も20もひっ

かけてやりたいなという気持ちはあるんです

が、なかなか不透明な部分もありまして、交

付税措置で色がついておるんですが、どこか

らどこまでという問題もあるので、しかし、

あまり萎縮してもいけませんし、過大な支出

というのは、今、非常に財政が厳しいだけに、

あまりやり過ぎますと夕張市のようにちっこ

なってくるということは大変でもありますし、

慎重の上にも慎重にしながら職員の知恵を、

この際、本当に和歌山県の東の玄関口にふさ

わしいまちとして、さすがやということ。 

 そして、先ほどから気になったことは、大

阪からどんどん来られた方は非常に教養が。

在来の人が教養が低いとは言いませんよ。し

かし、大阪から来た人からの電話の多いのは、

図書館の充実でとか文化活動、このことが非

常に多いわけでして、そういう面も絶対にこ

れは忘れてはいかんなということの認識、そ

ういう面のレベルが高い部分を多く感じたわ

けで、参考までに申し上げますけども、市民

の納得のいける、本当にすばらしいぜひとも

住んでみたくなるまちに向けて取り組んでい

かなければならんと思います。そういうため

には職員もしっかりとこれから勉強を積んで

いただくように、ひとつ十分話し合いをして

まいりたいと思います。 

○副議長（杉本雅英君）33番 森安君。 

○33番（森安欣吾君）丁寧な答弁をいただき

ましてありがとうございます。また、先ほど

の答弁では応募に間に合うようにするとあり

ましたが、英邁な職員を中心として、いろん

な分野で10項目の中から検討されていると思

うんです。ですけど、もう一段と、さっき理

事からもありましたけども、市民に情報公開

して、いろんな市民の英知をかりることも必

要ではないかと思いますので、この点につい

て徹底して働きかけていただきたいと思いま

す。どこからどういうようないい知恵が浮か

んでくるかもわかりません。知恵をかりるの

にはそんなたくさんのお金がかからないと思

いますので、市民の方ですから自分のところ

の市のために協力していただくので、そうい

う意味でこのことについてご努力を願いたい

と思います。ご努力というよりも、ぜひとも

周知徹底して市民の英知をどうやったらかり

れるのかということを。 

 次は小さい３番目のほうの再質問に移らせ

ていただきますが、答弁の中では、例えば少

子化対策、ごみの減量化とか企業誘致を中心

に検討されるとありますが、どの項目も時に

かなった政策課題だと思います。少子化対策

に関しては重要なニュースがありましたね。

これはここまで私は進んでいるというふうに

思わなかったんですが、３月１日の新聞には
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「2030年県人口75万人」という記事を見まし

て、これは関西社会経済研究所が試算をして

いるところでありまして、2005年現在103万

6,000人の人口は25年間で約30万人減少する

と。比率にして27.9％減りますよということ

ががわかったと。2030年では県の人口が先ほ

ど言いましたように75万人になると言ってお

ります。同研究所の和歌山県出身の総括調査

役の方がこういうふうにコメントしておりま

す。「残念だが和歌山の人口減少の状況は非常

に厳しい。高齢化率が高い和歌山では自治体

が本格的に少子化対策を検討する必要があ

る。」と話しております。本当にそら恐ろしい

んでございまして、私はあした64歳になりま

す。25を足しますと89歳。25年先のことは、

ここの議場にいらっしゃる方は、まだ若い方

で議員されている方もあるかもわかりません

が、25年後に75万人になるということは何か

といえば、県政が衰弱すると思います。県の

補助金なんて到底期待のできる県にはならな

いと思います。国自体がだんだんと衰亡して

いくわけですから。 

 その中の一つ、この間の大会やないですけ

ども、腹が立ってきたのは、貧乏県とはっき

り名指しされて、貧乏県割り増しをくれとか、

371のときに言われて、改めて貧乏やと思っと

ったけど、口に出して国のやつ、偉いさんか

何か知らんけど、貧乏県割り増しとか、ああ

言われたらもう腹立ってきて、それが現実や

なと思いました。こういうふうに大変な財政

状況がこれから発生するということがようわ

かります。 

 また、人口・少子化対策、ごみの減量化に

関しては、市長の自ら取り組む強い姿勢があ

ります。これは市長の強い意志を感じます。

また、企業誘致についても、これは専門の担

当課を置かれて積極的に取り組んでおられま

す。最終的には二兎を追う者どころと違って

三兎を追う者は一兎も得ずになりますので、

最終的にはどの案をもって応募されるのかな

と。多分わしやったらごみと違うかなと思い

ます。検討中であるとありますので、ついで

にここまで話をしましたので、ごみの問題を

採用されたらどうですかと私は提案しました

ので、このことについて言いますと、ごみの

処理量の成果指標を明確にして頑張り成果と

いうことで、先ほど言いましたけど、交付税

はまだファジーでわかりにくいところがある

んでしょうけれども、算定に反映される支援

措置、今の橋本市にとっては大変にありがた

い制度だと思います。ほんまにぴったりだと

思います。 

 先ほどからなんべんも言いましたけど、少

子高齢化等で日本全体の財政がだんだんと硬

直化してくると。そういう中で年々和歌山県

においても特に人口が減ってくる。そう予想

される中で、ごみ問題は特にこれから税を負

担する人がだんだん減るわけですから、いっ

たんつくりますけど、ランニングコストをい

かに落とすかということについては、この支

援措置がいいんやないかと思います。そうい

うふうにして、誘導尋問ではないですけども、

あれもこれもというわけにはいきませんので、

完璧に挙げられた三つの中で二ついかれるの

か一つされるのか、ここら辺をどれをもって

今回応募されるのか。もう目先ですからね。

４月と５月、８月と９月ですから、そんな先

に応募期間が、締め切り期間が決まっとるん

ですから、いまだ決まってないと４月や５月

はもう無理ですわな。ほな次のときはあかん

かったといったら、せっかく国がチャンスを

くれているのに参加ができないというのは。

これはよっぽど力が入っていると思いますよ。

ここに166回国会の安倍さんの施政方針演説

のところを私は抜き出してきたんですが、「魅

力ある地方で頑張る応援プログラム」という
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のは安倍さんの冒頭のほうに載っていますよ。

かなりこれは力の入っているプロジェクトで

すから、これに応募するのかせえへんので大

分ほかの折衝も変わってくるんやないかと思

いますので、この点、どの項目をもって応募

されるつもりかお聞かせ願います。 

○副議長（杉本雅英君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）再質問に対しての答弁

を申し上げたいと思いますが、私もこういう

ことをするのは割合好きでして、いろいろと

練って夜中まで考えてみました。例えば１番

は、これは今後の内部で検討を十分練り合わ

せて、また皆さんのご意見、ご要望も聞いた

上で決定してまいりたいと思うんですが、花

と緑のまちづくり事業、ごみの減量問題、こ

れは今年と来年とが山場ですから、私はこの

間申し上げた２億円ぐらい減らしたいという

気持ちがあるので、それの実をいけるように

何とかこれはいかがなものかと。 

 ２番目は企業立地の促進の問題。しかし、

この資料を見てみますとまだ具体性が欠ける

んで、あるいは嘱託職員を10人ぐらいでも入

れたって、その経費をみんな見てあげろよと。

それだったら30人でも50人でも入れますよ。

なかなかそれももう少し検討の課題があろう

と思いますが、２番目を柱にしておりますね。

税収の拡大、企業誘致の問題が２番目。 

 ３番目は、その次は少子化対策問題、４番

目が安心・安全のまちづくり。これは自主防

災の組織の問題の育成・強化ですね。防災無

線なんかについては、こんなん適用になりま

せんから、自主防災にも相当市が持ち出して

おりますから、これをしっかりとやらなけれ

ばならないということが４番にございまして、

その次は荒廃農地の里づくり事業とか里山保

全ですね。これは非常に大事であるなという

こと。これはそれとあわせて定年後の60歳の

団塊の世代に向けての共同農場モデル、やめ

た人を一つの集団の荒廃農地５ヘクタールの

ところへ入ってもうて、そこで共同作業をや

ってもらうとか、何とか10坪の野菜園をつく

るんでと、そんなちっちゃなことやないんで

す。それでしっかりと利益を上げて産業の活

性化に農業の面からでもやってもらえるよう

なことがどうかなというのが次のことでござ

いますし、あるいは市街地の対策、これも非

常に難しい問題がございます。言えばまだま

だたくさん地場産業振興の問題でへら鮒の問

題や再織の問題、これらの問題もあるでしょ

うし、まだあと10ほどありますけれども、一

回重点的なことからね。ただし、それで費用

の持ち出しがあるんだったら、これはもう断

念せざるを得ないと思うんです。そんな余裕

は今の時点ではないです。その点も十分ひと

つ内部で検討した上で、間違いのない、持ち

出しが非常に少なくて費用対効果、本当に金

はこれぐらい光るんだなというようなものを

一つ選択して皆さんのご同意を得たいと思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○副議長（杉本雅英君）33番 森安君。 

○33番（森安欣吾君）そうしましたら、次に

質問を公営企業債のほうへ移らせていただく

前に、もう一つこれは提案だけしておきたい

んですが、企業誘致の件なんですが、橋本市

の有能な職員がおられますので、いっぺん和

歌山県の東京事務所のところへ机を一つ置か

せてもうて、何ぼ金を取るのかわからんけど、

うちの場合は県営住宅を建てるのもただです。

だから、橋本市の土地で建っとるということ

をみんな市民は知りませんけど、和歌山県は

貧乏県ですから県営住宅はただ、それから県

立体育館も橋本市の土地、そこまでただで県

営事業に貸しとるんやから机１個ぐらい東京

事務所へ置かしてもうて電話賃ぐらい埋めて、

職員の方を派遣して東京で企業誘致したらど
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うでしょうか。私はもうそれだけ提案しとき

ます。一番ただのものを、それであそこのホ

ームページをただで使って、というのは、あ

そこのホームページを使ったら、かつらぎ町

の出身の人、同郷人なんかはみんなあそこか

ら入っていくんです。橋本市独自でホームペ

ージを開いても、橋本市の東京県人会はなか

なかみんな見てくれんと思います。和歌山県

のホームページにみんな入ってもらって橋本

市の県人会を見てもらえるチャンスのほうが

高いと思いますので、県とのせっかく太いパ

イプ役で来られている助役に動いていただい

て、ぜひとも実現のお願いを、これは提案で

ございますので、よろしくお願いしておきま

す。 

 次は公的資金の繰上償還についてでござい

ます。これは先ほど水道部長のほうから言わ

れたんですが、現行では財政資金の繰上償還

を行う際、将来の利払いに該当する保証金を

支払わなければならないが、今回は昨年の12

月の国会の場で、地方自治体は保証金なしで

繰上償還ができるというふうに求めて、これ

は実現したわけであります。このことはよく

ご理解されておきませんと、今までと全然違

うんです。夕張市が破綻をいたしまして、破

綻したところへまた応援するんやったら、も

う今から借りた金をちゃんと利払いに相当の

保証金なしで認めますよというのが５兆円規

模の繰上返済、私はそういうように承知して

おります。 

 部長、この話と関連するんですが、橋本市

の水道には現在、現預金が14億7,000万円ある

んですね。この前の残高ではそうでしたね。

開発公社には３億円貸しつけをしているわけ

ですね。橋本市の水道でこれだけ、そして先

ほど言われましたけど、５％以上が11億4,000

万円ですね。それから66件で７億7,000万円で、

トータルで11億4,000万円は間違いないです

ね。下水が７億7,000万円ですね。これで19

億円ですね。ですから、ここら辺は公営企業

ですから、何のための公営企業かわかりませ

んので、これだけの売上をするのに、この現

預金を持たなあかんということが私はようわ

からんのです。何でただでもうけるような

５％以上の高い金利を返すときに返さんと損

するんやと。こんなもんで簡単にお金が3,000

万円や4,000万円は出てくるんじゃないです

か。それは人件費を減らすのもええでしょう

けど、簡単に出てくる金を、マジックじゃな

いですけど簡単に国はこれを提供しとるんで

す。この辺について、公営企業の現場の責任

者としてどうお考えなのか、このことをお聞

きします。これは公債費の繰上償還なんです

けど、これは公営企業が高い負担であえいで

いるから国はやろうとしておるんです。片や

４億7,000万円も持っとかなあかんのかどう

か。開発公社に３億円も安い金利で貸しとる

んでしょう。そういう意味合いからもひっく

るめてこれは質問しとるんですよ。だから総

合的に、ここら辺はそんなに詳しくなくてい

いですから、どういうふうに今後検討される

のかお聞きしておきたいと思います。 

○副議長（杉本雅英君）上下水道部長。 

○上下水道部長（井手上治巳君）繰上償還と

か借換債の条件設定がうちの市と合致する場

合に償還の利息の減少、それから今おっしゃ

られるように健全経営化へとつながることで

すので、積極的に軽減対策を活用してまいり

たいと考えております。 

○副議長（杉本雅英君）33番 森安君。 

○33番（森安欣吾君）今、部長が言いました

のは、それは先ほど答弁いただいたことなん

だけども、合致したらそれでいいですよ。合

致しなかったら返せないんですから認めてく

れない。それはもういたし方ないこと。ハー

ドルを飛び越えんかったらできませんと、こ
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れはようわかりますよ。そうと違って今、私

が触れましたのは、これは公営企業の健全化、

また一般会計でも借りとる場合は返しますと

全部入っとるんですわな。たまたま公営企業

だけで取り上げてますけども。今回もそうで

すよ。一般会計も全部入った中での繰上償還。

そうと違って５％以上が11億円も借りておい

て14億7,000万円。またこんなん言うたら言葉

がだんだん荒うなってくるけども、開発公社

には３億円で、全部で17億円も金を寝かせて

おくって、これはどういうことか。そのこと

を聞いとるんですわ。水道はこの金を運用す

るのに、だれが経営方針を決定しているのか。

これはみんなの税金、みんなの金やで。真剣

に取り組んでほしいと思うで。そういう意味

でちゃんとした答弁を下さい。できなかった

らできないで、今後どうするかちゃんと返事

を下さい。 

○副議長（杉本雅英君）上下水道部長。 

○上下水道部長（井手上治巳君）部内で十分

検討してまいりたいと考えております。 

○副議長（杉本雅英君）33番 森安君。 

○33番（森安欣吾君）最後に言います。議場

で答弁したことですから議事録に残ります。

いつまでに検討して、いつ返事をくれますか。

そのことだけ念を押しておきます。ちゃんと

やってくださいよ。 

○副議長（杉本雅英君）明確な答弁をお願い

します。 

 上下水道部長。 

○上下水道部長（井手上治巳君）次回６月ま

でに十分検討してまいりたいと考えておりま

す。 

○33番（森安欣吾君）６月ね。ちゃんと聞き

に来ます。議長、これで終わります。これで

75回目の一般質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。 

○副議長（杉本雅英君）これをもって33番 森

安君の一般質問は終わりました。 
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